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平成２６年度８月補正予算案主要事項説明

建 設 交 通 部

事 業 名 災害対応力向上対策事業費

予 算 額 １８６，０００千円 新規･継続の別 新 規
（別途、債務負担行為限度額 120,000千円）

【緊急土砂災害対策事業費】 45,000千円

１ 概 要

土砂災害警戒情報システムについて、土砂災害警戒情報の精度向

上を図るとともに、土砂災害警戒区域等の指定に必要な基礎調査の

実施を前倒しする。

【緊急内水対策事業費】 11,000千円

（債務負担行為限度額 120,000千円）

事業内容 １ 概 要

河川氾濫時の被害軽減を図るため、次の事業を実施する。

目 的 ・排水ポンプ車の配備（２台） ※債務負担行為設定

・城陽排水機場のポンプ設備の耐水性構造調査等

対 象

方法等

【緊急河床掘削等事業費】 130,000千円

１ 概 要

平成26年８月豪雨により、溢水した河川を対象に掘削等を実施

し、治水安全度を維持・確保する。

２ 対象河川

・弘 法 川（福知山市篠尾地内など）

・法 川（福知山市堀地内など）

・園 部 川（南丹市園部町横田地内）

河川課 計画担当 075-414-5291
担当課・係名 整備担当 課・係 電話番号 075-414-5285

砂防課 防災担当 075-414-5317
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平成２６年度８月補正予算案主要事項説明

建 設 交 通 部

事 業 名 地域再建被災者住宅支援事業費

予 算 額 ６１９，０００千円 新規･継続の別 継 続

１ 趣 旨
平成26年８月豪雨により住宅に被害を受けた府民に対し、「被災者

生活再建支援法」に基づく支援金に加え、府独自の制度として被災住
宅の再建等に要する経費に対し補助及び融資を実施。また、度重なる
災害に対応するため、恒久制度化。

事業内容

２ 事業概要
目 的 ○地域再建被災者住宅助成費（６１８，０００千円）

被災住宅の再建等に要する経費の一部を府と市町村で補助
対 象 ・府内の住宅に自ら居住し、被害を受けた者

対 象 者 ・府内で住宅を建替、購入、補修、賃借して引き続き居住しよう
方法等 とする者

対象経費 被災住宅の解体経費、住宅再建経費(建替、購入、補修、賃借)等
被害区分 全壊 大規模半壊※ 半壊※ 一部破損・床上浸水※

補 助 限 度 額 支援法適用地域 150万円 100万円 150万円 50万円
(支援法支援金との合計額→) (450万円) (350万円) (-) (-)

支援法適用外地域 300万円 250万円 150万円 50万円
※半壊、一部破損、床上浸水の場合、賃借経費は対象外

＜支援スキーム＞

○地域再建被災者住宅融資対策費（１，０００千円）
被災住宅の再建等に要する建設資金等を無利子(５年間)･低利で融資

建設資金融資 改良資金融資
対象者 府内の住宅に自ら居住し、被害を受けた者

工事対象 府内での住宅建替・購入 住宅補修
利率 ５年間無利子 ５年間無利子

６年目以降 低利 ６年目以降 低利
限度額 700万円 450万円

償還期間 25年以内（据置期間３年） 10年以内（据置期間３年）

担当課・係名 住 宅 課 計画担当 課･係直通電話番号 075-414-5361

被災者住宅復旧経費 × １／３ － 全国支援金 ＝ 補助対象経費

補助対象経費

府 市町村
２／３ １／３



平成２６年度８月補正予算案主要事項説明

建 設 交 通 部

事 業 名 上津屋橋復旧方法検討費

予 算 額 １，０００千円 新規･継続の別 新 規

１ 趣 旨

平成26年８月豪雨により被災した一般府道八幡城陽線（上津

屋橋）の復旧方法について検討するため、有識者・地元の意見

を求める委員会を設置する。

事業内容

２ 事業内容

目 的 検討委員会の設置経費 1,000千円

〈検討委員会における主な検討内容〉
対 象

・生活道路、観光資源として復旧のあり方の検討

方法等

・流出頻度の低減、復旧にかかる事業費の軽減、工期の短

縮が可能な工法の検討

担当課・係名 道路建設課 道路・橋梁担当 課・係直通電話番号 075-414-5252

建設交通 －３－


